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会社概要 （平成23年3月31日現在） 

 

商号 

 

日本住宅尐額短期保険株式会社 

 

創業 

 

平成8年6月28日 

 

資本金 

 

142,000千円 

 

総資産 

 

1,040,209千円 

 

純資産 

 

168,096千円 

 

本社所在地 

 

大阪府大阪市北区芝田1-14-8（梅田北プレイス10Ｆ） 

 

代表取締役 

 

大江 一生（おおえ かずお） 

 

従業員数 

   

52名 

 

営業店舗数 

  

4店 

 

代理店数 

 

1,788店 

 

営業拠点 

 

【本社】 

〒530-0012 

大阪府大阪市北区芝田1-14-8（梅田北プレイス10Ｆ） 

ＴＥＬ：06-6485-6000 ＦＡＸ：06-6485-6001 

URL http://www.njins.co.jp 

 

【東京支店】 

〒105-0003 

東京都港区西新橋3-23-11（御成門小田急ビル6Ｆ） 

ＴＥＬ：03-6402-7758 ＦＡＸ：03-6402-7759 

 

【中四国支店】 

〒730-0051 

広島県広島市中区大手町3-8-1（大手町中央ビル5Ｆ） 

ＴＥＬ：082-545-2118 ＦＡＸ：082-545-2121 

 

【九州営業所】 

〒812-0011 

福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3（三州博多駅前ビル4Ｆ） 

ＴＥＬ：092-481-3470 ＦＡＸ：092-481-3534 
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事業概要 
 

［事業概要］ 
当社は平成 20 年 4 月 1 日の事業開始後、賃貸入居者・事業者等のお客様に特化した保険商品を販売し、全国主要都市におけ

る代理店保険募集網の整備、拡充を図り平成 23年 3月末日までに 1,788店の代理店登録を完了しました。当期は、『みんなの部

屋保険』、『みんなのテナント保険』の販売を開始し、多くの新たなお客様にご支持いただき順調に事業規模拡大を続けておりま

す。 

 

［決算概況］ 
当期決算は各営業拠点の全てで、収入保険料が増収を達成し収入保険料は 32億 6,157万円（前期比 122％）となりました。収入

保険料に回収再保険金等の再保険収入 26億 4,804万円を加えた経常収入は 59億 3,047万円となり、経常利益は 4,322万円と

なりました。 

また、保険金等支払いは 4億 1,772万円、責任準備金繰入額 1億 4,787万円等を合計した経常費用は 58億 8,724万円となりま

した。今期結果、税引後収益 3,397万円、当年度末の利益剰余金は 2,609万円、純資産は 1億 6,809万円となりました。 

 

［今後の課題］ 
２０１１年度の推進スローガンとして掲げた『３つの変革』意識改革、業務改革、財務改革を推進し、更なる社業拡大と併せて、事

業全般における法令順守を第一優先に、関係法令及び当局の監督指針、ガイドライン等に従った適切な顧客サービスと事業運

営に努めてまいります。 

 

 

株式に関する事項 
 

 

〈1〉株式数         発行可能株式総数  10,000株   発行済株式の総数   2,840株 

 

〈2〉当年度末株主数   7名 

 

〈3〉大株主 

 

①議決権付株式 

氏名または名称 

当社への出資状況 

持株数等 持株比率 

大江一生 1.8千株 100.00％ 

（合計） 1.8千株 100.00％ 

 

②議決権のない株式 

氏名または名称 
当社への出資状況 

持株数等 持株比率 

Overseas Reinsurance Agents AG （ORA） 0.6千株 57.69% 

株式会社ループ 0.2千株 19.23% 

株式会社アーク・スリー・インターナショナル 0.1千株 9.62% 

株式会社トリニティジャパン 0.08千株 7.69% 

株式会社プレステージ・インターナショナル 0.04千株 3.85% 

黒木 康史 0.02千株 1.92% 

（合計） 1.04千株 100.00% 
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会社役員に関する事項 
 

 

氏名 地位および担当 重要な兼職 その他 

大江 一生 代表取締役   

黒木 康史 専務取締役  

営業部          経営企画室 

  

五十嵐 純治 取締役   

内藤 健三郎 取締役 

損害サービス部    顧客サービス部 

特定非営利活動法人 

ユニバーサル・ケア 理事長 

認可取得済 

大江 陽子 取締役   

林 昇 監査役   

 

 

 

 

 

 

 

主な業務内容 
 

［会社の目的］ 

 

当社は、次の業務を行うことを目的としています。 

1 尐額短期保険業 

2 特定保険業 

3 各号に附帯関連する一切の業務 

 

［業務の内容］ 

 

当社が行っている主な業務は次のとおりです。 

1 尐額額短期保険業   

賃貸入居者総合保険、賃貸事業者総合保険の引受を行っています。 

2 特定保険業 

特定保険契約の維持・管理を行なっています。 

 

 

組織図 
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平成 22年度 業務の状況を示す主な計数 
 （単位：千円 、％ 、人 、店） 

  項  目 
平成 20年度（2009年） 平成 21年度（2010年） 平成 22年度（2011年） 

金額 増減率 金額 増減率 金額 増減額（幅） 増減率 

経常収益 4,377,466  41.6  4,908,664  12.1    5,930,475     1,021,810     20.8  

  うち保険料 2,509,539  35.9  2,667,605  6.2    3,261,572       593,967     22.3  

経常費用 4,274,518  37.1  4,961,899  16.0    5,887,247       925,347     18.6  

  うち保険金等 230,081  65.8  280,699  21.9      417,723       137,024     48.8  

  うち解約返戻金等 85,677  88.1  125,462  46.4      150,446        24,984     19.9  

  うち事業費 1,629,928  43.0  1,903,866  16.8    2,202,542       298,675     15.7  

経常利益 102,947  479.2  -53,234  -151.7       43,228        96,462   -181.2  

当期純利益 72,647  354.8  -68,761  -194.6       33,975       102,736   -149.4  

正味収入保険料 203,527  128.2  24,260  -88.0      175,437       151,177    623.1  

正味支払保険金 11,750  82.7  13,264  12.8       20,962         7,697     58.0  

正味事業費 70,319  -2.2  120,708  71.6       94,824       -25,884    -21.4  

総資産 866,086  42.5  937,445  8.2    1,040,209       102,763     11.0  

純資産額 202,881  55.7  134,120  -33.8      168,096        33,975     25.3  

保険業法上の純資産額 209,233  57.0  141,152  -32.5      179,329        38,176     27.0  

現金及び現金同等物の

期末残高 
382,848  138.5  319,048  -16.6      364,940        45,891     14.4  

有価証券残高 - - - - - - - 

責任準備金 111,515  30.4  122,297  9.6      159,110        36,812     30.1  

  
うち 

普通責任準備金 
105,163  27.5  115,265  9.6      147,877        32,611     28.3  

  
うち 

異常危険準備金 
6,352  110.2  7,031  10.6       11,233         4,201     59.7  

  
うち 

契約者配当準備金 
- - - - - - - 

資本金 142，000      -          142,000         -      142,000  -          -   

（発行済株式の総数 株） 2，840         -          2，840         -        2,840             -       -   

自己資本 202，881       55.7  134,120  -33.8      168,096        33,975     25.3  

供託金 10,000  -        22,000  120.0       11,000       -11,000    -50.0  

元受損害率 9.4  23.2  11.0  17.0         13.4           2.4     21.8  

元受事業費率 67.2  6.2  74.8  11.3         70.8          -4.0     -5.3  

元受合算率 76.7  8.0  85.8  11.8         84.2          -1.6     -1.9  

正味損害率 5.7  -19.9  54.6  857.8         11.9         -42.7    -78.2  

正味事業費率 34.5  -57.1  497.5  1,342.0         54.1        -443.4    -89.1  

正味合算率 40.3  -54.0  552.1  1,269.9         66.0        -486.1    -88.0  

経常利益率 2.3  370.1  -1.0  -143.4          0.7           1.7   -170.0  

自己資本比率 23.4  9.2  14.3  -38.8         16.2           1.9     13.3  
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ソルベンシー・マージン 

比率 
409.8  -60.3  239.0  -41.6        254.0          15.0      6.3  

一株当たり 

当期純利益 

        

25,580  
354.8  -24,211  -194.6       11,963        36,174   -149.4  

一株当たり配当金 - - - - - - - 

配当性向 - - - - - - - 

内部留保率 100.0  -         100.0          -        100.0             -       -   

年間収受保険料 1,763,136  52.4  1,807,418  2.5    2,284,228       476,810     26.4  

契約件数 217,514  34.3  269,832  24.0      316,720        46,888     17.4  

被保険者数（保険の相手

方） 
312,894  28.8  365,864  16.9      438,007        72,143     19.7  

役員数 4  -20.0  4          -            4             -       -   

内勤職員数 16  14.2  28  75.0           32             4     14.3  

営業職員数 17  30.7  22  29.4           20            -2     -9.1  

支店数 2  100.0  2          -            2             -       -   

支社数 1  -         1          -           1  -             -   

代理店数 1,385  34.3  1,658  19.7        1,788           130      7.8  

 

 

 

 

■主な業務の状況を示す指標等 
 

1. 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額 
単位：千円 

保険種目 内訳 平成 21年度 平成 22年度 

火災 
正味収入保険料の額 24,260 175,437 

元受正味保険料の額 2,542,142 3,111,125 

 

 

2.保険種目の区分ごとの支払再保険料の額 
単位：千円 

保険種目 内訳 平成 21年度 平成 22年度 

火災 支払再保険料の額 2,517,883 2,935,688 

 

 

3. 保険種目の区分ごとの保険引受利益の額 
単位：千円 

保険種目 内訳 平成 21年度 平成 22年度 

火災 保険引受利益の額 -9,734 80,221 
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4. 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額および元受正味保険金の額 
単位：千円 

保険種目 内訳 平成 21年度 平成 22年度 

火災 
正味支払保険金の額 13,264 20,962 

元受正味保険金の額 280,699 417,723 

 

 

5. 保険種目の区分ごとの回収再保険金の額 
単位：千円 

保険種目 内訳 平成 21年度 平成 22年度 

火災 回収再保険金の額 267,434 396,761 

 

 

 

■主な業務の状況を示す指標等 

 
1. 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者（社員）配当金の額 

単位：千円 

保険種目 内訳 平成 21年度 平成 22年度 

火災 契約者（社員）配当金の額 - - 

 

 

2. 保険種目の区分ごとの正味損害率および正味事業費率ならびにその合算率 
単位：％ 

保険種目 内訳 平成 21年度 平成 22年度 

火災 

正味損害率 54.6 11.9 

正味事業費率 497.5 54.1 

合算率 552.1 66.0 

 

 

3. 保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計

額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をい

う。以下この号において同じ)に対する割合及び事業費の既経過保険料に対する割合並びにその合算

率 
単位：千円 

保険種目 内訳 平成 21年度 平成 22年度 

火災 

元受損害率 11.0 13.4 

元受事業費率 74.8 70.8 

合算率 85.8 84.2 

 

 

4.保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第 211条の 52に

おいて準用する第 71条第 1項各号に掲げる者をいう。次号及び第 6号において同じ)の数 
単位：社 

当該再保険を引き受けた主要な保険会社等 
平成 21年度 平成 22年度 

2 1 

 

 

 

 

■6 



 

 

5.保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の

額が大きいことにおいて上位を占める 5の保険会社等に対する支払再保険料の割合 
単位：％ 

当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険

料の額が大きいことにおいて上位を占める 5の保険会

社等に対する支払再保険料の割合 

平成 21年度 平成 22年度 

100 100 

 

 

6. 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の指定格付機

関(企業内容等の開示に関する内閣府令第 1条第 13号の 2に規定する指定格付機関をいう)又は海外

においてこれと同等の実績を有する格付機関による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 
単位：％ 

 平成 21年度 平成 22年度 

格付区分 Ａ+ Ａ+ 

割合 100 100 

 

 

7. 未だ収受していない再保険金の額 
単位：千円 

未だ収受していない再保険金の額 
平成 21年度 平成 22年度 

- - 

 

 

 

■経理に関する指標等 

 
1.保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額 

単位：千円 

保険種目 区分 平成 21年度 平成 22年度 

火災 
支払備金の額 6,748 6,291 

責任準備金の額 122,297 159,110 

 

 

2.利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高 
単位：千円 

保険種目 区分 平成 21年度 平成 22年度 

火災 
利益準備金 - - 

任意積立金 - - 
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3. 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動 
単位：千円 

損害率上昇のシナリオ 発生損害率が 1％上昇したと仮定します 

計算過程 
①増加する発生損害額＝既経過保険料×1％となります 

②経常利益の減尐額＝増加する発生損害額となります 

経常損失の増加額 34,302 

 

単位：％ 、千円 

 平成 21年度 平成 22年度 

当期元受損害率 11.0 13.4 

当期経常利益 -53,234 43,228 

前期元受損害率 9.4 11.0 

前期経常利益 102,947 -53,234 

 

 

 

■資産運用に関する指標等 

 
1. 現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く)、有価証券、運用資産計、総資産

の区分ごとの残高及び総資産に対する割合 

 平成 21年度 平成 22年度 
千円 ％ 千円 ％ 

現預金の額 319,048 34.0 364,940 35.1 

金銭信託の額 - - - - 

有価証券の額 - - - - 

運用資産計 319,048 34.0 364,940 35.1 

総資産の残高 937,445  1,040,209  

 

 

2. 現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く)、有価証券、小計、その他、合計

の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り 

 平成 21年度 平成 22年度 
千円 利息（千円） 利回り（%） 千円 利息（千円） 利回り（%） 

現預金の額 319,048 13 0.004 364,940 6 0.001 

金銭信託の額 - - - - - - 

有価証券の額 - - - - - - 

運用資産計 319,048 13 0.004 364,940 6 0.001 

その他 - - - - - - 

合計 319,048 13 0.004 364,940 6 0.001 

 

 

3. 保有有価証券の種類別(国債、地方債、政府保証債、証券取引法第 2条第 1項第 3号に規定する有価

証券、合計の区分をいう)の残高及び合計に対する構成比 
単位：％ 

保有有価証券の種類別の残高及び合計に対する構成比 
平成 21年度 平成 22年度 

- - 
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4. 国債証券、地方債証券、政府保証債証券、証券取引法第 2条第 1項第 3号に規定する有価証券、合

計の区分ごとの保有有価証券利回り 
単位：％ 

国債証券、地方債証券、政府保証債証券、証券取引法第

2条第 1項第 3号に規定する有価証券、合計の区分ごとの

保有有価証券利回り 

平成 21年度 平成 22年度 

- - 

 

 

5. 有価証券の種類別(国債証券、地方債証券、政府保証債証券、証券取引法第 2条第 1項第 3号に規

定する有価証券の区分をいう)の残存期間別残高 
単位：千円 

有価証券の種類別の残存期間別残高 
平成 21年度 平成 22年度 

- - 

 

 

 

■責任準備金の残高 

 
別表（第 211条の 37第１項第３号ニ関係（尐額短期保険業者）） 

単位：千円 

区分 年度 普通責任準備金 異常危険準備金 契約者配当準備金等 合計 

火災 
平成 21年度 115,265 7,031 - 122,297 

平成 22年度 147,877 11,233 - 159,110 

 

 

 

別表（第 211条の 37第１項第 5号ロ関係（尐額短期保険業者）） 

■法第 272条の 28において準用する法第 130条第 1号に係る細目 

 
1. 第 211条の 59第 1項第 1号に規定する額 

単位：千円 

純資産の額 
平成 21年度 平成 22年度 

134,120 168,096 

 

 

2. 第 211条の 59第 1項第 2号に規定する額 
単位：千円 

価額変動準備金の額 
平成 21年度 平成 22年度 

- - 

 

 

3. 第 211条の 59第 1項第 3号に規定する額 
単位：千円 

異常危険準備金の額 
平成 21年度 平成 22年度 

7,031 11,233 
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4. 第 211条の 59第 1項第 4号に規定する額 
単位：千円 

一般貸倒引当金の額 
平成 21年度 平成 22年度 

- - 

 

 

5. 第 211条の 59第 1項第 5号に規定する額 
単位：千円 

その他の有価証券の評価差額 
平成 21年度 平成 22年度 

- - 

 

 

6. 第 211条の 59第 1項第 6号に規定する額 
単位：千円 

保有する土地の時価と帳簿価額の差額 
平成 21年度 平成 22年度 

- - 

 

 

7. 平成 18年金融庁告示第 14号第 2条第 3項の規定により第 211条の 59第 1項第 7号に規定する金

融庁長官が定めるものの額に算入することができる額 
単位：千円 

 平成 21年度 平成 22年度 

契約者配当準備金の額 - - 

社員配当準備金の額 - - 

 

 

8. 法第 272条の 28において準用する法第 130条第 1号に掲げる額のうち、1から 7までに掲げるもの以

外のものの合計額 
単位：千円 

1から 7までに掲げるもの以外のものの合計額 
平成 21年度 平成 22年度 

- - 

 

 

 

 

■法第 272条の 28において準用する法第 130条第 2号に係る細目 

 
1. 第 211条の 60第 1号に規定する額(平成 18年金融庁告示第 14号第 3条第 1項第 2号に規定する

額を除く) 
単位：千円 

 平成 21年度 平成 22年度 

保険リスク相当額 79,123 96,395 

一般保険リスク相当額 4,549 9,356 

巨大災害リスク相当額 74,574 87,039 
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2. 第 211条の 60第 2号に規定する額 
単位：千円 

 平成 21年度 平成 22年度 

資産運用リスク相当額 39,688 50,366 

価額変動等リスク相当額 377 406 

信用リスク相当額 3,190 3,649 

子会社等リスク相当額 - - 

再保険リスク相当額 36,120 46,310 

再保険回収リスク相当額 - - 

 

 

3. 第 211条の 60第 3号に規定する額 
単位：千円 

経営管理リスク相当額 
平成 21年度 平成 22年度 

3,564 2,935 

 

 

 

4. 平成 18年金融庁告示第 14号第 3条第 1項第 2号に規定する額 

●一般保険リスク 
単位：千円 

リスクの種類 リスク対象 リスク対象金額 リスク係数 リスク相当額 

普通死亡リスク 危険保険金額 - 0.06％ （Ａ） - 

災害死亡リスク 災害死亡保険金額 - 0.006％ （Ｂ） - 

災害入院リスク 
災害入院日額総額×

予定平均給付日数 
- 0.3％ （Ｃ） - 

持病入院リスク 
持病入院日額総額×

予定平均給付日数 
- 0.75％ （Ｄ） - 

その他の第一・第

三分野リスク 

異常危険準備金 

積立限度額 
- 100％ （Ｆ） - 

 

火災リスク 
正味既経過保険料 57,348 12％ 

（Ｅ） 
6,881 

正味発生保険金 12,422 33％ 4,099 

その他の 

第二分野リスク 

正味既経過保険料 37,285 17％ 
（Ｇ） 

6,338 

正味発生保険金 8,076 34％ 2,746 

 

保険リスク相当額 √（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｆ）2+Ｅ2+Ｇ2 9,356 

 

 

●巨大災害リスク 
単位：千円 

保険の種類 地震災害リスク相当額 風水災害リスク相当額 

火災保険 - 87,039 

その他の第二分野保険 - - 

合計額 - 87,039 

巨大災害リスク相当額（Ｒ4） - 87,039 

 

 

■11 



 

 

●資産運用リスク 

①価格変動等リスク 
単位：千円 

リスク対象資産 リスク対象資産の額 リスク係数 リスク相当額 

国債 - 1％ - 

地方債 - 1％ - 

政府保証債 - 1％ - 

その他 - 1％ - 

不動産 8,137 5％ 406 

価格変動等リスク相当額 406 

（備考）その他とは、保険業法施行規則第 211条の 27第３号に規定する「金融商品取引法第２条第１項第３号に規定する債券

（前各号に掲げるものを除く。）」を言う（公社公団債）。国債を除く資産のうち、財務諸表等規則第８条第 20項に規定する

ものは除く。 

 

 

②信用リスク 
単位：千円 

リスク対象資産 リスク対象資産の額 リスク係数 リスク相当額 

債権 

ランク 1 - 0％ - 

ランク 2 - 1％ - 

ランク 3 - 4％ - 

ランク 4 - 30％ - 

預貯金 

ランク 1 - 0％ - 

ランク 2 364,940 1％ 3,649 

ランク 3 - 4％ - 

ランク 4 - 30％ - 

信用リスク相当額 3,649 

（備考）債券及び預貯金には、未収収益（未収利息）を含む。 
 

 

 

③子会社等リスク 
単位：千円 

事業形態 リスク対象資産 リスク対象資産の額 リスク係数 リスク相当額 

子会社 

国内会社 
株式 - 10％ - 

貸付金 - 1％ - 

海外法人 
株式 - 15％ - 

貸付金 - 6％ - 

国内会社及び海外法人にかかわらず信用

リスクのランク４に該当する子会社 

株式 - 100％ - 

貸付金 - 30％ - 

子会社リスク相当額 - 
（備考）子会社とは、保険業法第２条第１２項に規定する会社をいう。海外法人に対する円貨建の貸付金は国内会社に対する貸

付金として、国内会社に対する外貨建の貸付金は海外法人に対する貸付金として、それぞれ取り扱うものとする。 
 

 

④再保険リスク 
単位：千円 

区分 出再割合 リスク対象金額 リスク係数 リスク相当額 

出再に附した契約の

不積立責任準備金 

50%以下の部分 1,591,100 1％ 15,911 

50%を超える部分 1,431,990 2％ 28,639 

出再に附した契約の

不積立支払備金 

50%以下の部分 62,852 1％ 628 

50%を超える部分 56,567 2％ 1,131 
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⑤再保険回収リスク 
単位：千円 

 リスク対象金額 リスク係数 リスク相当額 

再保険貸（外国再保険貸を含む） - 1％ - 

 

再保険リスク相当額 46,310 

 

 

●経営管理リスク 
単位：千円 

保険リスク（Ａ） 96,395 

資産運用リスク（Ｂ） 50,366 

リスク係数（Ｃ） 2％ 

経営管理リスク相当額（（Ａ）+（Ｂ））×（Ｃ） 2,935 
（備考）繰越利益剰余金（相互会社にあっては、当期未処分剰余金）が零を下回る尐額短期保険業者においては、リスク係数を

３％とし、それ以外の尐額短期保険業者においては、２％とする。 
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当社の尐額短期保険事業運営について 
 

 

 

 

 

当社は２０００年１２月より任意共済団体として保障事業を開始し、多くの皆様からのご信頼とご支持を得てまいりましたが、２０

０８年４月からは尐額短期保険業者としての登録を経て、賃貸入居者・事業者等のお客様に特化した保険商品を販売し、全国の

不動産業代理店様からの力強いご支援を受けながら、順調な発展を遂げてまいりました。 

 

２０１０年７月からは、補償内容を一層充実させた新商品『みんなの部屋保険』（新・賃貸入居者総合保険）を、また、翌年１月か

らは『みんなのテナント保険』（新・賃貸事業者総合保険）の発売を開始し、併せて東京、広島、福岡に設立した支店・営業所の機

能強化を図ることで、多くの新たなお客様を獲得し事業規模の拡大を続けております。 

 

当社は「お客様である賃貸住宅等入居者の立場に立った保険を設計・販売し、保険事故が発生した場合には、迅速かつ公正

な調査を行い、速やかに保険金のお支払いを完了する。」という創業以来の企業理念を守り、お客様の利益を第一とする保険サ

ービスの提供に努め、それにより、賃貸住宅入居者、事業者であるお客様の生活と財産を適切にお守りし続けることで、全国の

幅広いお客様から「選ばれる尐額短期保険会社」となるべく、役職員一同全力を挙げて業務に邁進しております。 

 

尐額短期保険事業は公共性・社会性の高い事業であるため、当社は本社・支店等で行うすべての業務分野において、役職員

一同が高い法令遵守意識を保ちながら、関係法令ならびに当局の監督指針、ガイドライン等に従った適切な業務運営に努めてま

いります。また、社内の業務態勢の整備を進め、契約者保護の観点に立った公平、公正な事業運営をさらに推進してまいりたい

と考えております。 

 

今後とも、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

                                                             
 

日本住宅尐額短期保険株式会社 

代表取締役社長  大江 一生 

 

 

 

 

 

 

日本住宅尐額短期保険株式会社の経営理念 

●人と社会に対して、常にフェアな姿勢を貫く● 

●いつも前向きに誇りと情熱をもって、仕事に取り組む● 

●個人の幸福を追求し、仕事に全力を尽くす● 
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当社の経営管理体制について 
 

 

 

当社は尐額短期保険業の公共性を重視し、各種法令の遵守を経営の基本理念と位置づけるとともに、尐額短期保険事業を取り

巻く様々なリスクを的確に把握・管理し、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下の経営管理体制を確立しています。 

 

 

 

1. 取締役会 

取締役会は明確な経営方針を定め、法令等の遵守、契約者の保護、リスク管理等の観点から重要な経営諸施策の方針を決定し、

かつ、適切な内部統制のシステムを構築しながら、業務遂行を監督してまいります。代表取締役はこれら取締役会の決定をもと

に職務を遂行し、組織全体に方針を周知徹底させます。 

 

 

 

2. 各種委員会 

当社は、法令等の遵守、契約者の保護、リスク管理について適正な業務運営が行われるよう、以下の委員会を設け取締役会の

決定した経営方針が徹底されるよう努めています。 

1）コンプライアンス委員会 

法令遵守に関する方針および実施計画の策定と推進を担当し、そのための社内体制の整備ならびに、法令遵守に関する社員教

育・研修の実施を統括します。 

 

2）保険金支払検証委員会 

ご契約者からの保険金請求案件について、当社の保険約款ならびに「損害サービス業務マニュアル」および「保険金支払業務規

程」に基づく、保険契約者保護の視点に立った適切な保険金支払業務がなされているか、また、保険金の不払い、未払い、誤払

い等の案件が放置されていないかを検証し、担当部門に対して必要な是正措置を勧告します。 

 

3）リスク管理委員会 

当社の事業に関するリスクを分析し、リスク管理の基本となる方針および計画の策定ならびに社内のリスク管理体制の整備を行

うとともに、保険契約の引受、新商品の開発、また、事業運営に重大な影響を及ぼす突発的リスクが発生した場合の対策等を統

括します。 

 

 

 

3. 内部監査室 
 

内部監査室は、尐額短期保険業者としての経営の健全性維持、法令遵守、保険契約者保護の重要性をふまえ、以下の点に主

眼を置き、業務運営の適法性および妥当性に関する監査を、毎年重点項目を定めながら計画的に実施し、その結果を取締役会

に報告します。 
 
1）営業部門 

法令に従った適正な保険募集がなされているか。 
 
2）損害サービス部門 

保険約款・社内規程に基づいた保険契約者保護の観点に立った適切な業務がなされているか、また、保険金の不払い、誤払

いについて検証と是正措置が適正に行なわれているか。 

 

 
3）経理・財務部門 

保険料の計上、責任準備金ならびに支払備金の計上、再保険勘定の管理が適正になされているか、また、事業計画に沿った

ソルベンシーマージン比率、収益が確保されているか。 
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リスク管理体制 
 

 

当社は、尐額短期保険事業を行なうに当たり直面する業務上の各種リスクについて、その発生に対して適切な予防施策を講じ、

また、危機発生時に対応する社内体制の整備を推進するため、以下のリスクに対する管理体制を構築しています。当社の各業

務担当が関連するリスクを管理するとともに、リスク管理委員会が組織横断的な業務に関連するリスクの管理と必要な施策の検

討を行います。 

また当社は、これらのリスクが顕在化し契約者や代理店に重大な影響を及ぼし、当社業務に著しい支障が生じる事態が発生した

場合は、全社を挙げて迅速かつ適切な措置を講じ、正常な業務へ復旧するための危機管理体制を組んでいます。 

 

 

1.保険引受リスク 
 

個別の保険契約引受に関するリスク、商品開発および商品改定等における内部管理上リスク、引受けた保険契約の保有と再保

険に関するリスク、適切な責任準備金または支払備金の積立に関するリスクなどをいいます。当社では取締役会とリスク管理委

員会との間の報告手順を定めた上で、保険事故発生の頻度、風水災等の広域災害等に対する分析と管理を行い、適格な保険

者との再保険取引によるリスクの分散を図るとともに、責任準備金・支払備金の積立を適正に行い経営の安定化を図っていま

す。 

 

 

 

2.事務リスク 
 

社員や代理店による保険契約事務上のミスや不正な処理により、当社が損失を被るリスクをいいます。当社は、保険契約のデー

タ入力、異動処理をシステム化し、システムチェック機能を使った契約の引受と保全に関連する事務ミスの大幅削減を実現してい

ます。 

 

 

 

3.システムリスク 
 

当社のコンピュータ・情報システムについての誤作動・停止、不正使用、セキュリティ対策不備などによって、当社が損失を被るリ

スクをいいます。これらのリスクに対応するため、当社では基幹システムの管理を第一級の情報管理会社へ委託し、システムバ

ックアップ、障害対策ならびにウイルスの監視等を実施しています。社内システムには厳格なファイアウォールの設定、ウイルス

対策ソフトの導入、ＩＤ・パスワードによるアクセス管理を導入し、また、代理店用のオンライン契約計上システムにはデジタル認証

による端末のアクセス制限を採用して、不正利用から防御を実施しています。 

 

 

 

4.資産運用リスク 
 

資産運用に係る市場リスク、信用リスク、市場流動性リスクなどをいいます。当社は資産の運用に当たり、安全性を最優先として

投資先を選定し、流動性と安定した運用益の確保を行っております。また、資産運用は経理部が一元管理し、資金全体の流動性

を把握しています。 
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法令等遵守（コンプライアンス）体制 

 

 

当社は法令等の遵守（コンプライアンス）を経営の基本と位置づけ、以下の方針を定めています。  

 

●当社は、『コンプライアンス』とは、尐額短期保険事業全般に関するあらゆる法令および社内規程を遵守し、社会的規範に合致

した誠実かつ公正な業務活動を行うことであると認識します。 

 

●当社は、『コンプライアンス』を経営の重要課題の一つと位置づけ、コンプライアンスの推進を通じて、お客様の要望と信頼に応

えることを基本とした企業活動を行います。 

 

●社内に『コンプライアンス委員会』を組織するとともに、当社コンプライアンス規程を整備し、経営陣による社員研修とあわせ実

効性のある体制作りを行ないます。 

 

当社は法令遵守を推進するため以下の体制を確立しています。 

 

●コンプライアンス委員会は、コンプライアンス規程の制定・改定、コンプライアンス・プログラムの策定・実施、個人情報保護に関

する業務等を協議・起案する。 

●コンプライアンス研修は、コンプライアンス委員長が計画し、実施する。 

●日常業務活動の中でのコンプライアンスの実施は各部門の役職者・社員が責任をもって行う。 

●コンプライアンス実施状況については、各部門において自主点検を行い、不備がある場合は改善策を策定し実施する。点検結

果、改善状況は、コンプライアンス委員長を通じて取締役会に報告される。 

●内部監査室は、コンプライアンス状況について業務監査を行い、その結果を取締役会に報告する。 

●コンプライアンス規程およびコンプライアンス実施体制に不備がある場合コンプライアンス委員会は取締役会の承認を得て迅

速に改善措置を進める。 

 

お客様の声に対する適切な対応について 

お客様相談室の設置 

当社では『お客様相談室』を設け、お客様からのご不満、ご意見、ご要望等をお受けし、関係部門と連携して迅速な問題解決に努

めています。 

※当社ホームページにも『お客様の声』を直接お受けするコーナーを設けています。 

また、お客様からの貴重なご意見等は社内の各部門ならびに取締役会で情報を共有し、当社の商品、サービス業務プロセスの

改善に生かしてまいります。 
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お客様の苦情に対応する機関について 

 

当社との間で問題解決できない場合は、当社が契約する以下の『指定紛争解決機関』をご利用いただけます。 

一般社団法人 日本尐額短期保険協会 「尐額短期保険相談室」 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-82-1144 受付時間 平日 9：00-17：00（土日祝日および年末年始休業期間を除く） 

 

 

個人情報に関する取扱いについて 

 

当社は、個人情報保護の重要性を深く認識し、個人情報保護法その他の関連法令、金融分野における個人情報保護に関するガ

イドラインなどを遵守して、以下記載の通り個人情報の適正な取扱いを行います。 

 

1．個人情報収集およびその利用の目的  

当社は、業務上必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を取得いたします。また、これらの情報は、次の目的のた

めに利用します。  

 

１）適正な保険契約の引受およびそれに関連する業務 

２）適正な保険金のお支払いおよびそれに関連する業務 

３）再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求に関連する業務 

４）保険契約の満期・継続のご案内など当社業務に関する情報提供もしくは業務運営・商品・サービスの充実 

５）その他、当社の保険事業遂行に関連・付随する業務 

 

2．収集する個人情報の種類  

最も一般的なものは、以下のとおりです。  

１）契約情報：ご契約者の住所・氏名・生年月日・性別・電話番号、被保険者となられる方の氏名・生年月日・保険契約者との関係

（続柄）・その他保険商品の引受または提供に必要となる情報  

２）事故情報：保険事故の内容に関する情報・保険金振込先預金口座番号 

 

 

 

 

 

 

 

■18 



 

 

3．センシティブ情報について 

 

当社は、以下の内容を含む、いわゆる「センシティブ情報」については、ガイドラインで定められる場合を除き、その取得、利用ま

たは第三者への提供を行ないません。また、これらの情報の取得、利用または第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同

意を取得します。 

センシティブ情報の内容 

・政治的見解 

・宗教・思想・信条など 

・労働組合への加盟 

・門地および本籍地 

・人種および民族 

・医療および性生活 

 

4．個人情報の収集方法  

 

主に保険契約申込書、保険金請求書や十分な安全保護措置を講じた Web画面などに記載・入力された情報を業務上必要な範

囲で収集します。また、契約者・被保険者の方からの当社業務委託先への、電話・ＦＡＸ等による事故の報告、保険金の請求など

の記録等も含まれます。 

 

5．個人情報の第三者への提供  

 

当社は、個人情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意を取得します。ただし、次の場合には、本人の同意を得

ないで、第三者に個人情報を提供する場合があります。 

1）法令に基づいて個人情報の開示を求められた場合  

2）業務遂行上必要な範囲で、代理店を含む当社の業務委託先に取扱いを委託する場合 

3）再保険契約に伴い当該保険契約の情報を再保険会社等に提供する場合 

 

6．契約等情報交換制度  

 

当社は、適切な保険契約の締結および保険金支払いの為に、他の尐額短期保険会社・損害保険会社等の間で個人情報を共同

利用します。 
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7．個人情報の安全管理  

 

当社は、個人情報の漏えい・滅失・き損の防止その他個人情報の安全管理のため必要な措置を講じこれを遵守すると共に、その

継続的改善に努めます。また、ご本人の情報を正確、最新なものにするよう努めます。業務委託先等に対しては、お客様の情報

の厳正な管理を求め、当社の利用目的以外の使用を行いません。 

 

8．ご契約内容・事故に関する照会  

 

契約内容・事故に関する照会については、取扱代理店、最寄りの営業所、事故相談窓口にお問い合せください。照会者が本人で

あることを確認させていただいたうえで対応いたします。 

 

9．個人情報保護法に基づく個人データの開示等の請求  

 

当社が保有する個人情報に関する事項の開示、訂正、利用停止等に関する請求などについては、下記までお問い合わせくださ

い。請求が本人または正当な代理人であることを確認させていただくとともに、当社所定の書式に必要事項を記入いただいた上

で手続きを行い、後日、原則として書面で回答いたします。回答にあたり当社所定の手数料を頂戴することがあります。 

なお、当社が必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合には、その結果に基づいて正確な内容に変更

します。 

【お問い合わせ窓口】  

当社は、個人情報の取り扱いに関するご質問、苦情、ご相談に対し適切・迅速に対応いたします。 また、個人情報の取り扱いや

保有個人データに関するご照会・ご相談等は、下記までお問い合わせください。 

日本住宅尐額短期保険株式会社 

所在地：〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-14-8梅田北プレイス 10Ｆ 

受付時間：9:00 - 17:00（月～金）   電話番号：(06)6485-6000  ＦＡＸ番号：(06)6485-6001 

 

情報開示 

 

当社は、当社の契約者、代理店、株主をはじめ、一般消費者ならびに地域社会の皆様の当社の事業に対する理解を促進し、適

正なご評価をいただくために、ディスクロージャー誌ならびにホームページで、当社の事業に関する重要な情報の適切な開示に

努めています。当社のホームページには、商品・サービス・お手続き方法や会社情報などの情報や、当社からのお知らせを掲載

しています。 

日本住宅尐額短期保険株式会社  ホームページ  http://www.njins.co.jp/ 
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勧誘方針 

 

 

お客様 各位 

当社は、保険商品の販売にあたり、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法その他の関係法令等を遵守し、

以下の方針に基づき、お客様の立場に立った販売活動を行ってまいります。 

 

●お客様の保険商品に関する知識、ご経験、ご購入目的等に留意し、商品内容やリスク内容等について充分理解いただけるよ

うに、適切なご説明を心がけるとともに、お客様のご意向と実績に適した商品のご案内に努めてまいります。  

●商品のご案内にあたりましては、お客様にとってご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に行うよう努めてまいりま

す。  

●お客様からの信頼を第一義とし、重要な事項を告げなかったり、不確実な事項について断定的な説明をするなど、お客様のご

判断を誤らせるようなご案内は行いません。  

●お客様に対する勧誘の適切さを確保するため、社内管理体制を整備するとともに、研修体制を充実させ関係法令や商品に関

する知識の習得に努めてまいります。  

●万一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のお支払いの手続にあたり、迅速かつ的確に対応するように努めてま

いります。  

●お客様のご意見等を商品の販売に反映していくように努めてまいります。 

 

 

保険募集制度 

 

当社は賃貸入居者のお客様と賃貸事業者に特化した尐額短期保険商品「賃貸入居者総合保険」と「賃貸事業者総合保険」を販

売しておりますが、これら商品ほとんどは、当社と代理店委託契約を締結した不動産業および不動産管理業者によって取り扱わ

れています。当社では、これら保険の販売に携わる代理店の、法令に基づいた適正な保険募集を推進し、ご契約者様へのサー

ビス向上を図るため、代理店指導・研修体制を確立しています。 

当社代理店数  ２０１０年度末  １，７８８店 

 

1. 代理店登録および届出 

当社と委託契約を交わした代理店が保険募集を行うためには、保険業法第２７６条に基づく内閣総理大臣への登録を受けること

が義務付けられており、また実際にお客様へ保険契約の手続きを行なう保険募集人は、尐額短期保険業の共通試験である「尐

額短期保険募集人試験」に合格し、内閣総理大臣への届出を行わなければなりません。 

 

 

 

■21 



 

 

2. 代理店の業務 

代理店は当社に代わって、お客様に適切な保険商品をお勧めし、お客様のご意向を確認した上で保険契約を締結し、保険料を

お預かりします。保険商品をご案内する際には、商品パンフレット等で補償内容をご説明し、さらに「重要事項説明書」に基づいて

「契約概要」と「注意喚起情報」をご説明しています。 

また、尐額短期保険商品には、被保険者１名あたりの引受け保険金額の上限が法令で定められており、その確認手続きも行なっ

ています。 

 

3. 代理店教育 

お客様との保険契約においては、法令等で定められた保険募集のルールがしっかりと守られなければなりません。そのため、当

社では代理店の法令遵守の徹底を目的として、「募集コンプライアンスガイド」を作成し、保険募集人の研修に使用しています。 

 

4. 代理店点検・監査の実施 

当社代理店の日常業務が適正に行なわれているかを確認するため、当社営業職員による「代理理店点検」を実施しており、さら

に内部監査室による「代理店監査」を行うことで、代理店の法令遵守状況や業務遂行状況の実態を把握するとともに、業務適正

化の指導を行なっています。 

 

保険金支払と損害サービス 

 

保険金の支払いは保険事業の本来の目的そのものであり、尐額短期保険業者として最も重要な業務であることを認識し、常に

公正かつ迅速な保険金の支払が行われるよう基本方針を守り、以下の態勢で業務を遂行してまいります。 

 

1. 損害サービスの基本方針 

 

●迅速、的確な損害調査を行い、公平、公正な保険金支払業務を遂行すること 

●契約者および代理店に対して、処理経過の適切な報告を行うこと 

●常に親切かつ適切なサービス対応を心がけ、保険契約者および代理店から高い信頼を獲得すること 

 

2. 適正な保険金支払のための体制 

1.保険募集時においては、重要事項の説明ならびに契約者の意向確認を確実に行い、補償内容や保険金額について契約者の

十分な理解を得たうえで、適切な保険契約手続きを行います。 
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2.保険金支払業務規程を定め、保険金の不払い、未払い、誤払いを防止するための実務手順を確立しています。 

3.保険金支払拒絶事案および保険金請求に関する苦情案件について、その請求内容及び当社判断の妥当性を再検討するため、

損害サービス部門、内部監査部門および顧問弁護士により構成される「保険支払検証委員会」を設置し、該当案件の精査を行

っています。 

4.保険金支払状況は取締役会に報告し、適切な損害サービス業務の遂行を確認していま 

す。 

 

3. 損害調査要員の研修 

損害サービス部門の役職員に対し、損害サービス業務に関する事務研修および個人情報の保護などに関する法令遵守研修を

毎年実施します。 

 

4. 業務運営 

当社は、損害サービス業務において事故受付業務および損害調査業務を、株式会社プレステージ・インターナショナルに委託し

ています。当社は委託先の監督と指導を行い、公正かつ迅速な保険金支払態勢を確保し、ご契約者の保護に欠けることのない

よう日常業務を管理しています。 
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決算報告書 

 

平成２３年３月期 

自 平成２２年４月 1日 

至 平成２３年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■貸借対照表             （単位：千円、％） 

科   目 

平成 21年度 平成 22年度 

備  考 平成 22年 3月 31日現在 平成 23年 3月 31日現在 

金  額 構成比 金  額 構成比 

（資産の部） 
 

  
 

    

 現金及び預貯金 319,048 34.03 364,940 35.08   

 棚卸資産 6,988 0.74 8,868 0.85   

 収納代行貸 244,226 26.05 237,379 22.82   

 代理店貸 2,643 0.28 1,715 0.16   

 前払費用 7,274 0.77 7,341 0.71   

 未収入金 2,991 0.31 4,092 0.39   

 未収税金 11,673 1.24 1 0.00   

 前払代理店手数料 57,814 6.16 86,824 8.35   

 前渡金 200 0.02 110 0.01   

 土地建物附属設備 25,683 2.73 27,264 2.62   

 車両什器償却資産 49,608 5.29 60,126 5.78   

 無形固定資産 115,870 12.36 146,128 14.05   

 預託金 48,057 5.12 48,173 4.63   

 仮払金 38 0.00 13 0.00   

 供託金 22,000 2.34 11,000 1.06   

 施設利用権 9,480 1.01 10,087 0.97   

 その他資産 13,845 1.47 26,141 2.51   

 資産の部合計 937,445 100.00 1,040,209 100.00   

（負債の部）   
 

  
 

  

 保険契約準備金 129,045 13.76 165,401 15.90   

 （支払備金） (6,748) (0.71) （6,291） （0.60）   

 （責任準備金） (122,297) (13.04) （159,110） （15.30）   

 再保険借 131,503 14.02 184,915 17.78   

 未払金 60,556 6.45 25,027 2.41   

 代理店借  167,078 17.82 210,393 20.23   

 預り金 2,089 0.22 2,336 0.22   

 保険料預り金 307,667 32.81 278,179 26.74   

 仮受金 49 0.00 5 0.00   

 未払法人住民税等 2,871 0.30 4,334 0.42   

 前受金 - - 1,518 0.15   

 長期借入金 2,463 0.26 - -   

 負債の部合計 803,325 85.69 872,113 83.84   
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（純資産の部） 

 
  

 
    

 資本金 142,000 15.14 142,000 13.65   

 利益剰余金 -7,879 -0.84 26,096 2.51   

  （その他利益剰余金） (-7,879) (-0.84) (26,096) （2.51）   

 純資産の部合計 134,120 14.30 168,096 16.16   

  負債及び純資産の部合計 937,445 100.00 1,040,209 100.00   

 

 

■損益計算書 

(単位：千円） 

科   目 

平成 21年度 平成 22年度 

備  考 
平成 21年 4月 1日から 

平成 22年 3月 31日まで 

平成 22年 4月 1日から 

平成 23年 3月 31日まで 

金  額 金  額 

経常収益 4,908,664 5,930,475   

 保険料等収入 4,838,205 5,909,618   

  保険料 2,667,605 3,261,572   

  再保険収入 2,170,600 2,648,046   

   回収再保険金 267,434 396,761   

   再保険手数料 1,783,157 2,107,717   

   再保険返戻金 120,007 143,567   

 支払備金戻入額 － 456   

 責任準備金戻入額 － －   

 資産運用収益 13 6   

  利息及び配当金等収入 13 6   

  その他運用収益 － －   

 その他経常収益 70,446 20,393   

  その他の経常収益 70,446 20,393   

経常費用 4,961,899 5,887,247   

 保険金等支払金 3,044,051 3,647,425   

  保険金等 280,699 417,723   

  解約返戻金等 125,462 149,373   

  その他返戻金 － 1,073   

  契約者配当金 － －   

  再保険料 2,637,890 3,079,255   

 責任準備金等繰入額 13,755 36,812   
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  支払備金繰入額 2,973 －   

  責任準備金繰入額 10,781 36,812   

 資産運用費用 － －   

  その他運用費用 － －   

 事業費 1,903,866 2,202,542   

  事業費及び一般管理費 1,860,352 2,165,542   

  税金 29,762 31,293   

  減価償却費 13,751 5,706   

 その他経常費用 225 467   

  その他の経常費用 225 467   

経常利益 -53,234 43,228   

特別利益 － －   

 固定資産等処分益 － －   

 その他特別利益 － －   

特別損失 10,085 2,510   

 固定資産等処分損 10,085 2,510   

 その他特別損失 － －   

税引前当期純利益 -63,319 40,717    

法人税及び住民税 5,441 6,742    

当期純利益 -68,761 33,975    
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■株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

科    目 金    額 

株主資本   

 資本金   

  前期末残高 142,000 

  当期変動額   

   新株の発行 － 

   剰余金の配当 － 

   当期純利益 － 

   自己株式の処分 － 

   株主資本以外の項目の当期変動額 － 

   当期変動額合計 － 

  当期末残高 142,000 

 資本剰余金   

  資本準備金   

   前期末残高 － 

   当期変動額   

    新株の発行 － 

    剰余金の配当 － 

    当期純利益 － 

    自己株式の処分 － 

    株主資本以外の項目の当期変動額 － 

    当期変動額合計 － 

   当期末残高 － 

  その他資本剰余金   

   前期末残高 － 

   当期変動額   

    新株の発行 － 

    剰余金の配当 － 

    当期純利益 － 

    自己株式の処分 － 

    株主資本以外の項目の当期変動額 － 

    当期変動額合計 － 

   当期末残高 － 
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  資本剰余金合計   

   前期末残高 － 

   当期変動額   

    新株の発行 － 

    剰余金の配当 － 

    当期純利益 － 

    自己株式の処分 － 

    株主資本以外の項目の当期変動額 － 

    当期変動額合計 － 

   当期末残高 － 

 利益剰余金   

  利益準備金   

   前期末残高 － 

   当期変動額   

    新株の発行 － 

    剰余金の配当 － 

    当期純利益 － 

    自己株式の処分 － 

    株主資本以外の項目の当期変動額 － 

    当期変動額合計 － 

   当期末残高 － 

  その他利益剰余金   

   積立金   

    前期末残高 － 

    当期変動額   

     新株の発行 － 

     剰余金の配当 － 

     当期純利益 － 

     自己株式の処分 － 

     株主資本以外の項目の当期変動額 － 

     当期変動額合計 － 

    当期末残高 － 

   繰越利益剰余金   

    前期末残高 △7,879 

    当期変動額   

     新株の発行 － 
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     剰余金の配当 － 

     当期純利益 33,975 

     自己株式の処分 － 

     株主資本以外の項目の当期変動額 － 

     当期変動額合計 33,975 

    当期末残高 26,096 

  利益剰余金合計   

   前期末残高 △7,879 

   当期変動額   

    新株の発行 － 

    剰余金の配当 － 

    当期純利益 33,975 

    自己株式の処分 － 

    株主資本以外の項目の当期変動額 － 

    当期変動額合計 33,975 

   当期末残高 26,096 

 自己株式   

  前期末残高 － 

  当期変動額   

   新株の発行 － 

   剰余金の配当 － 

   当期純利益 － 

   自己株式の処分 － 

   株主資本以外の項目の当期変動額 － 

   当期変動額合計 － 

  当期末残高 － 

 株主資本合計   

  前期末残高 134,120 

  当期変動額   

   新株の発行 － 

   剰余金の配当 － 

   当期純利益 33,975 

   自己株式の処分 － 

   株主資本以外の項目の当期変動額 － 

   当期変動額合計 33,975 

  当期末残高 168,096 
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評価・換算差額等   

 その他有価証券評価差額金   

  前期末残高 － 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 

   当期変動額合計 － 

  当期末残高 － 

 繰越ヘッジ損益   

  前期末残高 － 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 

   当期変動額合計 － 

  当期末残高 － 

 土地再評価差額金   

  前期末残高 － 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 

   当期変動額合計 － 

  当期末残高 － 

 評価・換算差額等合計   

  前期末残高 － 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 

   当期変動額合計 － 

  当期末残高 － 

新株予約権   

 前期末残高 － 

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 

  当期変動額合計 － 

 当期末残高 － 

純資産合計   

 前期末残高 134,120 

 当期変動額   

  新株の発行 － 

  剰余金の配当 － 
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  当期純利益 33,975 

  自己株式の処分 － 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 

  当期変動額合計 33,975 

 当期末残高 168,096 

  
（注１）現金及び現金同等物の範囲 

① 現  金 374,771 円 
   

② 普通預金 287,445,523 円 
   

③ 振替用口座 67,119,926 円 
   

④ 定期預金 10,000,000 円 （預入期間３ヶ月更新）  

 
合  計 364,940,220 円 

   
（注２） 

事業年度の末日における発行済株式の数 

 

2,840株 

  
 

 

 

■キャッシュ・フロー計算書  

（間接法により表示する場合）   （単位：千円） 

科         目 金    額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
 

  税引前当期純利益(△は損失) 40,717 

  減価償却費 - 

  保険業法第 113条繰延資産償却費 - 

  支払備金の増加額(△は減尐) △456 

  責任準備金の増加額(△は減尐) 36,812 

  契約者配当準備金繰入額 - 

  退職給付引当金の増加額(△は減尐) - 

  役員退職慰労引当金の増加額(△は減尐) - 

  価格変動準備金の増加額(△は減尐) - 

  利息及び配当金等収入 - 

  有価証券関係損益(△は益) - 

  支払利息 - 

  為替差損益(△は益) - 

  有形固定資産関係損益(△は益) △12,099 
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代理店貸の増加額(△は増加) 928 

  再保険貸の増加額(△は増加) - 

  
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）

の増減額(△は増加) 
△45,700 

  代理店借の増加額(△は減尐) 43,315 

  再保険借の増加額(△は減尐) 53,412 

  
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）

の増減額(△は減尐) 
△64,295 

  その他 - 

小       計 52,633 

  利息及び配当金等の受取額 - 

  利息の支払額 - 

  契約者配当金の支払額 - 

  その他 - 

  法人税等の支払額 △6,742 

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,891 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
 

  預貯金の純増減額（△は増加） - 

  有価証券の取得による支出 - 

  有価証券の売却・償還による収入 - 

  保険業法第 113条繰延資産の取得による支出 - 

  その他 - 

投資活動によるキャッシュ・フロー - 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
 

  借入れによる収入 - 

  借入金の返済による支出 - 

  社債の発行による収入 - 

  社債の償還による支出 - 

  株式の発行による収入 - 

  自己株式の取得による支出 - 

  配当金の支払額 - 

  その他 - 

  財務活動によるキャッシュ・フロー - 

現金及び現金同等物に係る換算差額 - 

現金及び現金同等物の増減額（△は減尐） 45,891 

現金及び現金同等物期首残高 319,048 

現金及び現金同等物期末残高 364,940 
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単位：千円 

  現金               374  

 
普通預金         287,445  

 
振替用口座           67,119  

 
定期預金           10,000  

 
合計         364,940  

 

1．重要な会社方針に係る事項に関する注記（会社計算規則 132条） 

    (1)棚卸資産の評価基準及び評価方法 

    最終仕入原価法による原価法を採用しています。 

    (2)固定資産の減価償却の方法 

    有形固定資産は定率法を採用しています。建物は定額法を採用しています。 

    (3)消費税の処理方法 

    税込方式を採用しています。 

2．貸借対照表等に関する注記（会社計算規則 134条） 

    (1)有形固定資産に係る減価償却累計額     12,168千円 

3．株主資本等変動計算書に関する注記（会社計算規則 136条） 

    (1)事業年度の末日における発行済株式の数  2,840株 

4. 一株当たり情報に関する注記（会社計算規則 141条） 

    (1)純資産額          59,188.83円 

    (2)当期純利益金額      11,963.27円 
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